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11月14日に消費者スマイル基金（大阪消団連は団
体正会員）の第７回通常総会と2022年度助成事業報
告会が開かれた。この基金は、内閣総理大臣が認定
した適格消費者団体・特定適格消費者団体が、消費
者に代わって事業者に対して訴訟などをすることが
できる消費者団体訴訟制度に基づく活動を支援する
ため、2017年に設立された。現在、消費者団体訴訟
等支援法人としての認定を国に申請している。

定期購入・レスキュー商法の被害を防止

2022年度には、のべ19団体490万円への助成事業
が行われた。報告会では、事業者への申し入れ活動
により、表示・契約内容を変更させた事例、表示の
差止を裁判所に求めている事例等が報告された。
化粧品の通信販売定期購入への差止請求を報告し
たのは、京都消費者ネットワーク、消費者支援ネッ
トワークいしかわ、消費者ネットおかやま。
鍵開け・水回り修理のレスキュー商法への差止請
求を報告したのは、消費者被害防止ネットワーク東
海と埼玉消費者被害をなくす会。
裁判所に提訴している事例では、景品表示法が

「事業者が、……現に行い又は行うおそれがあると
き」に当該行為の停止等を請求できると定めている
ことから、裁判中に相手方事業者が表示の修正や
webサイトの閉鎖を行った場合に「行うおそれがあ
る」と評価できるかどうかも問われるという。報告
事例のように、安価な料金表示で消費者を誘引する
手法で消費者が被害を受ける事案は多発している。
裁判所がこうした表示の差止を認めれば、同種被害
の予防効果が見込まれる。消費者団体訴訟制度の趣
旨に則れば、提訴時点での表示が不当と認められる
場合には積極的に差止判決が示されるべきだ。

公的支援が急務

被害回復訴訟事案を報告したのは、消費者支援機
構関西（KC’s）。LEDランタンを参加者が空に放
つイベント（料金：大人4500円など）が天候不良を
理由に中止されたにも関わらず、事業者が一切の返
金を拒否していることに対し、開催日は中止するほ
どの悪天候ではなく、仮に中止がやむを得なかった
としても一切の返金をしないとするチケット規約は
消費者の利益を一方的に害し無効として、返金を求
めて大阪地裁で争っている。
被害回復訴訟で勝訴すれば一定の報酬を得られる
が、報告のような少額被害案件では費用が報酬を上
回ってしまうという。また、前記の差止請求事案に
は何の報酬もない。事業者の不当行為等による被害
防止・救済という公的な事業を、消費者団体の善意
で実施している現状は改められるべきだ。公的支援
の実施が急務である。

消費者庁が定めた消費者団体訴訟制度の
愛称「COCoLiS」（ココリス）とマスコットキャラクター

� （出所）消費者庁webサイト


